
1 事業者

　法人名

　代表者氏名

　法人所在地

　電話番号

　FAX番号

2 施設の概要

　事業所名

　事業所番号

　事業所所在地

　電話番号

　FAX番号

　管理者名

　開設年月日

　敷地

　建物

　入所定員

3 目的と運営方針

(1)

します。

(2)

(3)

す。

(4)

　１５０人

　療養室　　　・個室１４室　　・４人室３４室

　　　ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく質問してください。

　０６（６３０２）８６８６

　０６（６３０２）８７１１

　施設長　　 加納　和

　２１５４.９０㎡

　構造　鉄筋コンクリート造地下１階地上４階建

　総床面積　５６５６.７９㎡

社会医療法人　協和会

理事長　　加納　繁照

大阪市北区天神橋７丁目５番２６号

０６（６３５１）５３８１

０６（６３５１）２６６７

　平成１０年４月３日

指定介護老人保健施設　　淀川介護老人保健施設ハートフル

重要事項説明書

　　　サービス提供の開始にあたり、当施設より説明すべき事項は次のとおりです。

　介護老人保健施設は、看護、医学的管理下の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活

　社会医療法人　協和会　　淀川介護老人保健施設ハートフル

　第２７５９１８００１７号

　大阪市淀川区十三東５丁目３番２９号

上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むこと

ができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的とした施設で

す。また、療養環境の調整などの退所時の支援も行います。

　この目的に沿って当施設は、次に掲げる方針に基づき運営を行います。ご理解をしていただいた上で

ご利用ください。

介護老人保健施設の利用者の自主性を尊重し、明るく家庭的な雰囲気の中で日常生活の自立を援助

看護・介護、機能訓練、その他のサービスは、利用者個々に合わせた施設サービス計画に基づき行う

ものとします。

保健・医療及び福祉サービスを提供する者との連携を保ち、地域や家庭との結びつきを重視していま

前3号に掲げる方針を明確にし、その目的を達成するため職員の資質の向上を図ります。
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4 施設の職員体制　（基準）

実人数 職務の内容
医師 1.5 健康管理及び診療
薬剤師 0.5 薬剤管理及び服薬指導
看護職員 15 （1） 衛生管理、看護及び日常生活の援助
介護職員 35 （7） 介護及び日常生活の援助
支援相談員 2 相談、生活指導及び地域関連機関との連携
理学療法士
作業療法士 3 機能訓練及び生活指導
言語聴覚士
管理栄養士 1 食事献立の管理及び栄養指導、食事相談
介護支援専門員 2 施設サービス計画の作成
事務職員等 数名 事務・会計経理及び施設管理
その他（調理） 委託

5 サービス内容

6 緊急時の対応

(1)

(2)

(3)

(4)

　朝食　午前７：３０～午前８：３０

の診療を依頼することがあります。

当施設では利用者に、当施設における介護保健施設サービスの対応が困難な状態、または、専門

的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。なお、受診時、医療機関へ

レクリエーション等

健康管理
診療を依頼し、利用者の健康管理に努めます。

帰をめざす施設サービス計画に基づいて提供します。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員

の協議によって作成されますが、その際、利用者・家族（または代理人、身元引受人）の希望をお聞きし、

人員（カッコ内は夜間）

理美容及び私物洗濯のサービス（実費自己負担）も設けています。
相談及び援助

その他

入浴及び清拭

整容等

訓練を行います。
機能訓練

週２回以上の入浴又は清拭を行います。
　※寝たきり等の方は、機械浴も可能です。

シーツ交換を週１回以上実施します。
リハビリテーション実施計画書に基づいて、利用者の状況に適した機能

医師による診察を行います。
また、当施設医師の判断により、必要性に合わせて協力医療機関への

次のような娯楽設備を備えております。
　麻雀、囲碁、将棋、カラオケ、映画、書道、その他

排泄

利用者及びその代理人、家族又は身元引受人からのご相談に応じます。

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行います。
個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助します。
毎日、起床時及び就寝時に着替え支援を行います。
寝たきり防止のため、出来る限りは離床に配慮します。

栄養ケア計画書に基づいて、利用者の状況に適した食事介助を行います。

当施設では、利用者に施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合は、協力医療機関で

この他、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は家族、または利用者及び家族

・代理人・身元引受人が指定する者に緊急に連絡します。

　夕食　午後６：００～午後７：００

食事

種類 内容

　当施設でのサービスは、日常生活を支援する介護及び機能訓練のサービスの提供により家庭への復

　昼食　午後０：００～午後１：００

計画の内容については同意をいただきます。

診療情報の提供が必要となりますので、無断での受診はご遠慮願います。

入所中または外泊中に医療機関を受診した場合、診療内容が医療保険適用となり請求されるものに

ついては利用者負担金（医療保険の一部負担金）が発生します。
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7 事故発生の防止及び発生時の対応

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

名称

電話番号

名称

電話番号

名称

電話番号

8 協力医療機関等

　当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。

　　協力医療機関

名称　　 社会医療法人　協和会　　　北大阪病院

住所　　 大阪市淀川区西宮原２丁目７番１７号

電話番号　　 ０６（６３９５）１６０１

診療科目　　 内科、循環器科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、

リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急センター

名称　　 社会医療法人　協和会　　　加納総合病院

住所　　 大阪市北区天神橋７丁目５番１５号

電話番号　　 ０６（６３５１）５３８１

診療科目　　 内科、神経内科、循環器内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、

脳神経血管内治療科、小児科、眼科、婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、

皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急センター

　　協力歯科医療機関

名称　　 医療法人　孝陽会　戸谷歯科クリニック

住所　　 大阪市北区中津２丁目３番１０号　中津第一ビル

電話番号　　 ０６（４８０２）４３００

名称　　 医療法人　松歯会　松本歯科医院
住所　　 大阪市北区天神橋７丁目２番７号

電話番号　　 ０６（６３５１）０８０１

9 非常災害対応

(1)

(2)

(3) 淀川消防署への消防計画等の届出日　　

　　　防火管理者

事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備しています。

事故防止委員会及び研修を定期的に開催し、担当者をリスクマネジャーと定めています。

保
険
者

淀川区保健福祉センター　介護保険担当

０６－６３０８－９８５９

大阪市福祉局高齢施策部　介護保険課（指定・指導グループ）

０６－６２４１－６３１０

当施設では、消防計画に基づいて年２回（うち夜間想定１回）を利用者にも参加いただき、避難、

当施設では次の防災設備をしています。

事故発生の際は迅速に必要な措置を講じ、利用者または連帯保証人が指定する緊急連絡先及び下

記の保険者（市区町村）へ連絡をさせていただきます。また施設医師の医学的判断により早急な

受診が必要と認める場合は、協力医療機関へ連絡し搬送を致します。

事故後、発生した原因を事故対策委員会にて解明し、再発防止のための必要な対策を講じます。

サービス提供に伴う事故により、利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害

を賠償します。ただし、当施設に故意、過失がない場合はこの限りではありません。

　　　非常照明・泡消火設備

消火その他訓練を実施します。

令和7年3月28日

主任　　髙橋　亮介

　　　スプリンクラー・消火器・連結送水管・自動火災報知器・自家発電・非常放送補助散水栓・
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(4)

(5)

しています。

10 施設利用にあたっての留意事項

※感染症予防対策の一環として予めお知らせ致しますが、面会の中止や制限をする場合がありますのでご了承願います。

11 高齢者虐待防止

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

訓練及び災害発生時は地元自治会と連携し、地域住民の参加が得られるよう協力体制を整備

4月施行)を遵守し、良好な職場環境の維持に努めます。

虐待防止に関する担当者は虐待防止委員会の委員長と定め、責任者は施設長と定めています。

虐待等に関する指針を整備しています。

従業者の人権意識の向上や知識、技術の向上に努め、虐待防止を啓発・普及するための研修及び

委員会を定期的に実施して周知、徹底を図っています。

・地下駐車場及び施設周辺での車輌の事故・トラブルについては当施設での責任は

負いかねます。

で必ず時間を遵守してください。

その災害を防止するための体制を整備しています。

と年末年始は午前９：００～午後５：３０です。その他の時間は施錠しておりますの

当施設では災害時の対策として、地震防災対策マニュアル及び水害対策マニュアルを作成し、

は職員がご説明いたします。なお、これに反した利用又は故意による破損等が生

その他 ・職員に対しての心付け、差し入れ等は固くご辞退いたします。

迷惑行為等

・他の利用者や職員に対する暴言、暴行、威嚇、泥酔等の迷惑行為、あるいは危

された場合は、利用中止を求める場合があります。

かねます。

喫煙・飲酒 ・全館禁煙、禁酒とさせていただきます。飲酒後の面会や外出時の飲酒も禁止です。

所持金品の管理

・高価、高額な金品の持ち込みはご遠慮ください。

医療機関への受診

・面会時間・地下駐車場の使用は、平日は午前９：００～午後７：００、土・日・祝日

・来訪の際は、面会者名簿の記入をお願いします。

・入所利用中に他の医療機関への受診を希望される場合は、制約がありますので

・所持金品は最小限にて自己責任のもと管理してください。当施設での責任は負い

・所持品の持ち込みは必ず名前をわかりやすいところに書いてください。

・施設内の設備等は、本来の用法に従ってご利用ください。使用法等が不明の際

必ず当施設にご相談ください。

・協力医療機関を受診される方で、御家族様で送迎できない場合は施設で送迎い

たします。また受診の際、御家族様に付添･同行をお願いすることがあります。

居室・設備・機器の利用

　当施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

険物の持ち込みや公序良俗に反する行為、診療や介護業務を妨害する行為を

個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。

従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利

擁護に取り組める環境の整備に努めます。また全職員は法人の「ハラスメント防止規定」(令和2年

・利用者への差し入れ（特に食品類）は、必ず職員に声をお掛けください。

来訪・面会

じた場合は弁償していただくことがあります。

成年後見制度の利用を支援します。

・他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

外出・外泊

・外出、外泊される際は、必ず行き先と帰設日時を所定の用紙にご記入いただき

ますので、必ず職員にお知らせください。当施設医師の許可が必要となります。

動物飼育 ・施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

・外泊は１ヶ月あたり７泊８日までとなります。

宗教活動・政治活動
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(7)

　　　　　　　　電話番号　　０６－６２４１－６３１０（平日午前９：００～午後５：３０まで）

12 認知症対策について

13 感染症防止について

14 褥瘡対策について

15 身体拘束について

16 施設に関する苦情・相談について（相談受付は平日午前９：００～午後５：３０まで）

【事業者の窓口】 　淀川介護老人保健施設　ハートフル 電話番号：　０６（６３０２）８６８６

　苦情受付責任者　　加納　和 FAX 番号：　０６（６３０２）８７１１

【淀川区の窓口】 　淀川区保健福祉課　介護保険担当 電話番号：　０６（６３０８）９８５９

【各公共団体の窓口】 電話番号：　　　（　　　　）

【大阪市の窓口】

　指定・指導グループ

【国保連の窓口】 　大阪府国民健康保険団体連合会 電話番号：　０６（６９４９）５４１８

17 業務継続に向けた計画(BCPガイドライン)について

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、必要な措置を講じます。ま

電話番号：　０６（６２４１）６３１０
　大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課

従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村

に通告するものとします。

　　　施設内における高齢者虐待に関する通報・届出窓口

　　　　　　大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

　その他、１階出入口に備え付けられた「ご意見箱」をご利用ください。

　当施設は利用者に良質なサービスを提供する取り組みの一つとして褥瘡が発生しないよう褥瘡防止マニ

ュアルを作成し、定期的に褥瘡委員会及び研修を開き、その発生を防止するための体制を整備します。

　当施設は原則として利用者に対し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。身体拘束廃

止マニュアルを作成し、定期的に抑制防止委員会及び研修を開き周知徹底を図るとともに、その防止のた

　当施設は感染症及び食中毒が発生又はまん延しないように、感染症防止マニュアルを作成し、定期的に

感染対策委員会及び研修、訓練を開き周知徹底を図るとともに、その防止のための体制・指針を整備します。

　従業者に対し、認知症介護に係る基本的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。

めの体制を整備します。

た必要な研修及び訓練を定期的に実施し、周知するとともに、必要に応じて計画の変更を行います。

　感染症や自然災害が発生した場合でもサービスが安定的、継続的に提供できる体制を設けるとともに、
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18 利用料金　　　※詳細は別途、利用者負担額をご覧下さい。

(1) 基本料金

　　　・４人室の場合 　　　・個室の場合

　　　　　　要介護１ 　８５０（１７００）｟２５５０｠円 要介護１　　７６９（１５３８）｟２３０６｠円

　　　　　　要介護２ 　９０４（１８０８）｟２７１１｠円 要介護２　　８１８（１６３６）｟２４５４｠円

　　　　　　要介護３ 　９７４（１９４７）｟２９２０｠円 要介護３　　８８８（１７７６）｟２６６３｠円

　　　　　　要介護４ １０３１（２０６１）｟３０９１｠円 要介護４　　９４７（１８９３）｟２８４０｠円

　　　　　　要介護５ １０８５（２１７０）｟３２５５｠円 要介護５　１０００（１９９９）｟２９９８｠円

(2) その他の料金

　①食費 １日当たり 　１７６０円

　②居住費 １日当たり 　（４人室の場合）　７７３円

　（個室の場合）　１８７６円

　③特別室利用料 １日当たり 　２２００円（消費税込み）

　④その他（日常生活品費、教養娯楽費等）は、別途利用者負担額をご覧下さい。

(3)

19 利用料金のお支払い方法

施設利用料金 毎月２６日（休日の場合は翌金融機関営業日）に指定口座から自動引き落とし

私物洗濯代 毎月２３日（休日の場合は翌金融機関営業日）に指定口座から自動引き落とし

歯科代 各歯科医療機関の所定の日付に指定口座から自動引き落とし

理美容費 施術した月に施設利用料金と合算して指定口座から自動引き落とし

を受ける時に必要となります。再発行は致しませんので大切に保管してください。

　　容を通知するものとします。

　　契約を解除することができます。

　非課税世帯等、利用者負担額減免が適用の場合は減免率に応じた負担額になります。市区町村への

申請が必要になります。

　　※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、１日あたり次のとおりとなります。

　施設利用料（介護保険制度では、要介護認定や所得などによって利用料や負担割合が異なります。

　以下は１割（カッコ内は２割、二重カッコ内は3割）の金額表示となっています。

　　※外泊された場合は、外泊初日と最終日以外は要介護状態の区分にかかわらず、一ヶ月に６日

　　　　を限度として上記料金に換えて３８８（７７６）｟１１６４｠円となります。また外泊中に居宅サービ

　　　　スを提供した場合は上記料金に換えて８５８（１７１６）｟２５７３｠円となります。

契約内容の変更（利用料等の変更）

　① 当施設は、この契約に定める内容のうち、利用料等の変更（増額又減額）を行う場合には、一部

　　変更の文書を作成し、利用料等の変更の予定日から一ヶ月以上の期間をおいて、利用者にその内

　② 利用者が利用料等の変更を承諾する場合には、この契約の一部変更契約を当施設と締結します。

　③ 利用者は利用料等の変更を承諾しない場合には、その旨を当施設に文書で通知することで、この

　毎月月末締めとし、施設利用料は翌月１５日に請求します。お支払方法は下記のとおりです。

　施設利用料についてはお支払い確認後に領収書を発行いたします。利用料の償還払いや医療費控除
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（別紙1）

入所利用者負担額

１　保険給付の自己負担額

　　施設サービス費／1日　　（地域加算を含みます。）

・要介護１　　８５０（１７００）｟２５５０｠円 ・要介護１　　７６９（１５３８）｟２３０６｠円

・要介護２　　９０４（１８０８）｟２７１１｠円 ・要介護２　　８１８（１６３６）｟２４５４｠円

・要介護３　　９７４（１９４７）｟２９２０｠円 ・要介護３　　８８８（１７７６）｟２６６３｠円

・要介護４　１０３１（２０６１）｟３０９１｠円 ・要介護４　　９４７（１８９３）｟２８４０｠円

・要介護５　１０８５（２１７０）｟３２５５｠円 ・要介護５　１０００（１９９９）｟２９９８｠円

＜夜勤職員配置加算＞１日につき

夜勤を行う看護職員又は介護職員が基準人員以上の配置をしている場合 ２６（５２）｟７８｠円

＜短期集中リハビリテーション加算＞該当するいずれか１つ、入所後３ヶ月以内に限り１日につき

Ⅰ 集中的にリハビリテーションを行い、かつ入所時及び１月に１回以上評価し、

その評価結果等を厚生労働省に提出し、必要に応じて計画を見直した場合 ２７７（５５３）｟８３０｠円

Ⅱ 集中的にリハビリテーションをした場合 ２１５（４２９）｟６４４｠円

＜認知症短期集中リハビリテーション加算＞該当するいずれか１つ、入所後３ヶ月以内かつ週３回

を限度として１日につき

Ⅰ 認知症の方に、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、その生

活環境を踏まえた計画書を作成し、集中的にリハビリテーションをした場合 ２５８（５１５）｟７７２｠円

Ⅱ 認知症の方に、集中的にリハビリテーションをした場合 １２９（２５８）｟３８６｠円

＜認知症ケア加算＞１日につき

認知症の方に、一定の基準を満たした上で施設サービスを提供した場合 ８２（１６３）｟２４５｠円

＜在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ＞１日につき

１月以上（要介護４、５の場合は１４日以上）の在宅復帰を支援し、退所者数

のうち在宅復帰者が一定の基準以上となった場合 ５５（１１０）｟１６４｠円

＜外泊時費用＞１月に６日を限度として上記施設サービス費に換えて１日につき

なお、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いになります

外泊された場合 ３８８（７７６）｟１１６４｠円

外泊中に居宅サービスを提供した場合 ８５８（１７１６）｟２５７３｠円

＜ターミナルケア加算＞１日につき

医師の診断に基づき、利用者又は家族の同意を得て、施設にて看取りをした場合、

死亡日以前３１日以上４５日以下 ７８（１５５）｟２３２｠円

死亡日以前４日以上３０日以下 １７２（３４３）｟５１５｠円

死亡日の前日及び前々日 ９７６（１９５１）｟２９２７｠円

死亡日 ２０３７（４０７４）｟６１１１｠円

＜初期加算＞該当するいずれか１つ、入所後３０日に限り１日につき

Ⅰ 定期的に施設の空床情報について地域の医療機関に情報共有しており、

かつ急性期病棟より３０日以内の入院期間で退院し入所した場合 ６５（１２９）｟１９３｠円

Ⅱ 上記Ⅰの要件に該当しない場合 ３３（６５）｟９７｠円

が現役並みの所得のある方は3割負担になります。市区町村より交付される負担割

合証をご確認ください。

なお、以下は1割（カッコ内は2割、二重カッコ内は3割）の金額表示となっています。

1割を自己負担する必要があります。ただし、65歳以上の方で、本人が課税であり、

本人の合計所得金額が一定の条件に該当する方は2割負担、本人の合計所得金額

〔
４
人
室
の
場
合
〕

〔
個
室
の
場
合
〕

〔
４
人
室
の
場
合
〕

〔
個
室
の
場
合
〕
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＜退所時栄養情報連携加算＞１月につき１回を限度として

特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した利用

者に対し、管理栄養士が退所先の医療機関及び居宅に退所する場合は介

護支援専門員に栄養管理に関する情報を提供した場合 ７５（１５０）｟２２５｠円

＜再入所時栄養連携加算＞１回を限度として

入所中に入院した方が再入所する際に栄養管理が大きく異なる場合で、入

院先機関の管理栄養士と連携して計画書を作成した場合 ２１５（４２９）｟６４４｠円

＜入所前後訪問指導加算Ⅰ＞該当するいずれか１つ、１回を限度として

Ⅰ 入所前３０日または入所後７日以内に退所後生活する居宅を訪問し退所を

目的とした計画書及び診療方針の決定を行った場合 ４８３（９６５）｟１４４８｠円

Ⅱ 上記Ⅰの状態にあたり、生活機能の改善目標を定め、退所後の支援計画を

策定した場合 ５１５（１０２９）｟１５４４｠円

＜試行的退所時指導加算＞３月の間に限り１月につき

在宅へ試行的な退所時に療養指導をした場合 ４２９（８５８）｟１２８７｠円

＜退所時情報提供加算＞該当するいずれか１つ、１回を限度として

Ⅰ 居宅に退所する利用者の主治医に対し、心身状況や生活歴等の診療情報

を提供した場合 ５３６（１０７２）｟１６０８｠円

Ⅱ 医療機関へ退所する利用者等について、退所後の医療機関に対し、心身状

況や生活歴、認知機能等の診療情報を提供した場合 ２６８（５３６）｟８０４｠円

＜入退所前連携加算＞該当するいずれか１つ、１回を限度として

Ⅰ 入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、退所後に利用を希望す

る居宅支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定め、

退所時に先立って居宅介護支援事業者に対し、文書をもって利用者の処遇

に必要な情報を提供し、当該事業者と連携して退所後の居宅サービスの利

用に関する調整を行った場合 ６４４（１２８７）｟１９３０｠円

Ⅱ 利用者等の退所に先立って居宅介護支援事業者に対し、文書をもって利用

者の処遇に必要な情報を提供し、当該事業者と連携して退所後の居宅サー

ビスの利用調整を行った場合 ４２９（８５８）｟１２８７｠円

＜訪問看護指示加算＞１回を限度として

退所後訪問看護が必要と認められ訪問看護ステーションに指示書を交付した場合３２２（６４４）｟９６５｠円

＜協力医療機関連携加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ Ⅱの要件に加え、急変した場合等に医師や看護職員の相談を行う体制及び

求めに応じた診療を行う体制を常時確保し、入院を要する際に入院を原則と

して受け入れる体制を確保している場合 令和６年度まで １０８（２１５）｟３２２｠円

令和７年度から ５４（１０８）｟１６１｠円

Ⅱ 協力医療機関との間で病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した

場合 ６（１１）｟１６｠円

＜栄養マネジメント強化加算＞１日につき

利用者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合 １２（２４）｟３６｠円

＜経口維持加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 経口摂取の方で著しい摂食障害があり、誤嚥が認められ、継続して経口摂

取を進めるための特別な管理をした場合 ４２９（８５８）｟１２８７｠円

Ⅱ 経口摂取の方で摂食障害があり、誤嚥が認められ、継続して経口摂取を進

めるための特別な管理をした場合 １０８（２１５）｟３２２｠円
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＜口腔衛生管理加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対して口腔衛

生に係る技術的助言及び指導を月2回以上した場合 ９７（１９３）｟２９０｠円

Ⅱ 上記Ⅰの要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚

生労働省に提出し必要な情報を活用した場合 １１８（２３６）｟３５４｠円

＜療養食加算＞１日に３回を限度として１食につき

医師の指示に基づき療養食（糖尿病食等）を提供した場合 ７（１３）｟２０｠円

＜緊急時治療管理＞　連続して月３日を限度として１日につき

救命救急医療を要し、緊急的な処置として投薬、検査、処置、注射等をした場合５５６（１１１１）｟１６６６｠円

＜所定疾患施設療養費＞該当するいずれか１つ、１日につき

Ⅰ 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎又は慢性心不全の増悪について定

められた治療をした場合、連続して月７日を限度として ２５７（５１３）｟７６９｠円

Ⅱ 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎又は慢性心不全の増悪について感

染症対策の研修を受講した施設の医師が定められた治療をした場合、連続

して月１０日を限度として ５１５（１０２９）｟１５４４｠円

＜認知症チームケア推進加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 認知症の利用者の占める割合が２分の１以上あり、計画的に個別に評価を

行ってチームケアを行い、定期的にカンファレンスにて評価や計画の見直し

等を実施、かつ認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した者、又は

認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動心理症状の予防等に資

するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置して複数の介

護職員からなるチームを組んだ場合 １６１（３２２）｟４８３｠円

Ⅱ 認知症の利用者の占める割合が２分の１以上あり、計画的に個別に評価を

行ってチームケアを行い、定期的にカンファレンスにて評価や計画の見直し

等を実施、かつ認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を１名以上配

置して複数の介護職員からなるチームを組んだ場合 １２９（２５８）｟３８６｠円

＜認知症行動・心理症状緊急対応加算＞入所日から７日を限度として１日につき

医師が認知症の行動・心理状態のため在宅生活困難で、緊急に入所が必要

であると認めた場合 ２１５（４２９）｟６４４｠円

＜リハビリテーションマネジメント計画書情報加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 下記Ⅱの要件に加え、関係職種が口腔の健康状態や栄養状態の情報を共

有し、口腔衛生管理加算Ⅱ及び栄養マネジメント強化加算を算定した場合 ５７（１１４）｟１７１｠円

Ⅱ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省

に提出し必要な情報を活用した場合 ３６（７１）｟１０６｠円

＜褥瘡マネジメント加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 入所時に褥瘡の有無を確認し、利用者毎に褥瘡リスクを入所時に評価し、

その評価結果等を厚生労働省に提出し必要な情報を活用し、リスクのある

方については定期的に計画書を作成して褥瘡管理をした場合 ４（７）｟１０｠円

Ⅱ 上記Ⅰの要件に加え、入所時に褥瘡が認められた方でその褥瘡が治癒した

こと、又はリスクのある方について褥瘡の発生がない場合 １４（２８）｟４２｠円

＜排せつ支援加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 排せつに介護を要する利用者毎に要介護状態の軽減の見込みについて入

所時に評価し、その評価結果等を厚生労働省に提出し必要な情報を活用し、

要介護状態の軽減が見込まれる方については計画書を作成して支援をした

場合 １１（２２）｟３３｠円

Ⅱ 上記Ⅰの要件に加え、要介護状態の軽減が見込まれる方が入所時と比較し
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て、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない、

又はおむつの使用なしに改善した、又は入所時尿道カテーテル留置してい

た方が尿道カテーテル抜去した場合 １６（３２）｟４８｠円

Ⅲ 上記Ⅰの要件に加え、要介護状態の軽減が見込まれる方が入所時と比較し

て、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、か

つおむつの使用なしに改善した、又は入所時尿道カテーテル留置していた方

が尿道カテーテル抜去した場合 ２２（４３）｟６５｠円

＜自立支援促進加算＞１月につき

入所時に医師が医学的評価を行い、自立支援に係る支援計画等を策定して

ケアを実施し、医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し必要な情報を活

用した場合 ３２２（６４４）｟９６５｠円

＜科学的介護推進体制加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

下記に該当する場合、１月につき下記の料金がいずれか１つ加算されます。

Ⅰ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し必要な

情報を活用した場合 ４３（８６）｟１２９｠円
Ⅱ 上記Ⅰの要件に加え、疾病の状況や服薬等の情報も厚生労働省提出し必

要な情報を活用した場合 ６５（１２９）｟１９３｠円

＜安全対策体制加算＞１回に限り

外部研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組

織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 ２２（４３）｟６５｠円

＜高齢者施設等感染対策向上加算＞１月につき、要件を満たす場合はいずれも算定

Ⅰ 新興感染症の発生時の体制を確保し、協力医療機関等と連携し適切に対応

していること、かつ院内感染対策に関する研修又は訓練に年１回以上参加し

た場合 １１（２２）｟３３｠円
Ⅱ 施設で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けた場合 ６（１１）｟１６｠円

＜新興感染症等施設療養費＞１月につき連続する５日を限度として

定められた感染症の対応等を行う医療機関を確保し、かつ適切な感染対策

を行ったうえで介護サービスを提供した場合 ２５８（５１５）｟７７２｠円

＜生産性向上推進体制加算＞該当するいずれか１つ、１月につき

Ⅰ 下記Ⅱの要件に加え、見守り機器等を複数導入し、介護助手の活用等の取

り組み等を行い、定期的に効果を示すデータの提供をした場合 １０８（２１５）｟３２２｠円
Ⅱ 利用者の安全やサービスの質の確保等を検討する委員会の開催や対策を

講じたうえで、ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行い、見守り機器

等を１つ以上導入し、定期的に効果を示すデータの提供をした場合 １１（２２）｟３３｠円

＜サービス提供体制強化加算＞該当するいずれか１つ、１日につき

Ⅰ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が８割以上又は勤続１０

年以上の介護福祉士が３割５分以上の配置をしている場合 ２４（４７）｟７１｠円
Ⅱ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６割以上の配置をして

いる場合 ２０（３９）｟５８｠円
Ⅲ 介護職員の総数のうち、①介護福祉士の占める割合が５割以上②常勤職員

が７割５分以上③勤続７年以上の職員が３割以上、のいずれかの条件を満た

した配置をしている場合 ７（１３）｟２０｠円

＜介護職員等処遇改善加算＞１月につき

介護職員等の賃金の改善等を厚生労働大臣の定める基準に適合し、実施し

ている場合 １月につき所定単位数の合計×７５/１０００
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２　利用料　　特別療養室料、電気代及び診断書等の文書料、私物洗濯代については別途消費税が
　　　含まれています

　①食事費／１日  １７６０円
食材料費と調理費相当が自己負担となります。この自己負担額は、１食では

なく１日当たりで設定されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　②居住費／１日  （４人室の場合） ７７３円
（個室の場合） １８７６円

居住環境の違いに応じて居住に要する費用として、個室については室料及　　

び光熱水費相当、４人室については光熱水費を基本として、建築費用、修繕

維持費　等や光熱水費等の平均的な水準を勘案し設定されています。　　　　　　　　　　　　

　③日用生活品費／１日 １５０円
おしぼり、石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー等の費用であり、施設で用意

するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。

　④教養娯楽費／１日 ２００円
倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、輪投

げ等遊具、ビデオソフト等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただ

く場合にお支払いいただきます。

　⑤特別療養室料／１日 ２２００円（消費税込み）
個室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、個室をご利

用の場合、外泊時にもいただくこととなります。

　⑥健康管理費 実費
インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された

場合にお支払いいただきます。

　⑦その他の費用

※ 個人的に電化製品を持ち込んだ場合の電気代（１日につき） ５５円（消費税込み）
テレビやラジオ、電気スタンド、ひげ剃り、電気毛布等、個人的に持ち
込んだ電化製品を居室にていずれか１つでも使用した場合にお支払い
いただきます。

※ 診断書等の文書料（１通につき） 証明書 １６５０円（消費税込み）
診断書（当施設書式） ３３００円（消費税込み）
診断書（保険会社等） ４４００円（消費税込み）
年金現況届 ４４００円（消費税込み）
死亡診断書 ４４００円（消費税込み）
その他の診断書等 ４４００円（消費税込み）

３  その他
※ 私物洗濯代（１ヶ月につき） ６６００円（消費税込み）

　　　　　　（１日～１５日につき） ３３００円（消費税込み）
　　　　　　（１６日～末日につき） ３３００円（消費税込み）
委託業者 株式会社ニックとの契約になります。
洗濯の枚数・数量に関わらず、期間による定額料金となります。
詳しい内容については、別紙 株式会社ニックのご案内を確認の上、
お申込み下さい。

※ 理美容費
　　　カット １５００円
　　　男性洗髪 ８００円
　　　女性洗髪 １１００円
　　　毛染め（洗髪込み） ３０００円
　　　パーマ（洗髪・カット込み） ６９００円
　　　顔剃り ７００円

※ 歯科代
協力歯科の松本歯科、戸谷歯科より往診診療いただいた場合、お支払いいただ
きます。お支払い方法は各歯科により異なり、ご案内に基づきお支払いください。
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（別紙2）

個人情報の利用目的

① 当施設は、個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省の「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、「個人情報保護規則」を定め、

適正な取扱いの確保に取り組みます。

② 当施設及びその従業者は、当施設の個人情報保護方針に基づき、サービス提供をする上で知り得た

利用者及びその代理人、家族または身元引受人に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしませ

ん。この守秘義務は契約終了後も同様です。

③ 利用者のための施設サービス計画に沿って、円滑に介護老人保健施設サービスを提供するために実

施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と介護サービス事業者との連絡調整、並びに医療機

関の受診等、以下の利用目的において個人情報の使用を必要とする場合があり、また利用目的を変

更した場合は利用者及びその代理人、家族または身元引受人に通知または公表するものとします。

　・施設での利用

１．利用者に提供する介護サービス

２．介護保険事務

３．入退所の管理

４．会計・経理

５．介護事故等の報告

６．当該利用者への介護サービスの向上

７．施設内介護実習への協力

８．介護の質の向上を目的とした施設内事例研究

９．その他、利用者に係る管理運営業務

・施設外への情報提供としての利用

１．他の施設、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携

２．他の施設及び医療機関からの照会への回答

３．給食及び検体検査業務等の業務委託

４．家族等への状況説明

５．保険業務の委託

６．審査支払機関へのレセプトの提出、科学的介護システム「LIFE」へのデータ提出

７．審査支払機関または保険者からの照会への回答

８．事故等の行政機関への報告

９．損害賠償責任保険等に係る、損害保険会社等への相談または届出

10．その他、利用者への介護保険事務に関する利用

・その他の利用

１．医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

２．外部審査機関への情報提供

※上記のうち、他の介護保険施設、介護支援事業者等への情報提供について同意しがたい事項が

　　ある場合はその旨を担当窓口までお申し出下さい。

※お申し出がないものにつきましては、同意いただけたものとして取り扱わせていただきます。

※これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等することができます。
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④ 個人情報を使用する場合は、下記の条件をもとに利用者及びその代理人、家族又は身元引受人の

同意を得るものとします。

・使用期間

　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日から当施設を退所した日

・使用条件

　　　　１．個人情報の提供は利用目的の範囲内とし、サービス提供に関わる目的以外は利用しない

　　　　　　こと。また、サービス利用に関わる契約の締結前からサービス利用終了後においても第三

　　　　　　者に漏らさないこと

　　　　２．個人情報を使用した会議の内容等について、その経過を記録し請求があれば開示すること
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